
北朝鮮飛翔体発射事案について（最終報） 
 

平成２１年４月５日（日）１５時１５分 
消 防 庁 対 策 室 

 
 
１ 飛翔体発射事案の概要（Ｅｍ－Ｎｅｔ情報による） 
  平成２１年４月５日（日） 北朝鮮から飛翔体が発射 

① 発射時刻 １１時３０分頃 
② 発射方向 東 
③ 発 射 数 １発 

  ④ 通過時刻 １１時３７分頃 東北地方から太平洋へ通過と推定 
  ⑤ 破壊措置 なし 
  ⑥ 落下物１ １１時３７分頃 秋田の西、約２８０ｋｍの日本海と推定 
  ⑦ 落下物２ １１時４３分頃 日本の東、約１，２７０ｋｍの太平洋と予測 

⑧ そ の 他 １１時４８分  日本の東、２，１００ｋｍの太平洋上で追尾終了 
 
 
２ 消防庁の態勢 
 ３月１２日（木） 
  ２３：３８ 消防庁情報連絡室設置 
 ４月２日（木）岩手県庁において開催された東北６県の担当者を集めた政府による説明会で

消防庁からも説明 
 ４月３日（金）消防防災無線ＦＡＸによる都道府県及び市町村への送達試験を実施 
 ４月３日（金）までに、秋田空港に総務省消防庁ヘリを運用するとともに、現地連絡要員と

して、秋田県庁に２名、秋田空港に３名、岩手県庁に２名の計７名の職員を
派遣 

 ４月４日（土） 
   ８：３０ 秋田空港の総務省消防ヘリの準備完了 
   消防庁情報連絡室：５班３０名による連絡体制 
 ４月５日（日） 
   ８：３０ 秋田空港の総務省消防ヘリの準備完了 
   消防庁情報連絡室：５班３０名による連絡体制 
  １１：３３ 官邸から、Ｅｍ－Ｎｅｔにより発射情報受信 
  １１：３３ 消防庁対策室設置 ６班６６名による連絡体制 

１１：３３ 都道府県に対し、消防防災無線ＦＡＸにより発射情報送信 
１１：３７ 全都道府県に送信完了 
１１：３９ Ｅｍ－Ｎｅｔによる通過情報を受け、都道府県にＦＡＸ送信 
１２：２７ 官房長官コメントを都道府県にＦＡＸ送信 
１３：１８ 総理指示を都道府県にＦＡＸ送信 
１５：００ 消防庁対策室解除、消防庁情報連絡室に移行 
１５：０８ 消防庁の体制移行を都道府県にＦＡＸ送信 
 

 
３ 地方公共団体の態勢 
(1)秋田県 
 ４月４日（土）  危機管理対策本部（本部長：知事） ４０名 
 ４月５日（日）  危機管理対策本部 ４０名 
  １１：４２ 全市町村へＦＡＸ一斉送信完了 
  １３：００ 危機管理対策本部解除、危機管理連絡部（２０名体制）に移行 
 
(2)岩手県 
 ４月４日（土）  情報連絡室 １０名 

  ４月５日（日）  情報連絡室 １５名 
   １１：３７ 全市町村へＦＡＸ一斉送信完了 
   １４：５０ 情報連絡室解除 



 
４ 落下物情報 
 
 ・秋田県、岩手県の消防機関からの報告によると、１４時００分現在、落下物情報、被害情

報ともになし 
 ・その他の都道府県からも被害情報は報告されていない 
 
 
※ 下線部分は追加又は変更部分 


